
２－２ 所得階級別人員

�１ 所得者別人員

階 級 区 分

合 計 所 得
譲 渡 所 得

を有する者

山 林 所 得

を有する者営業等所得者 農業所得者 その他所得者 計
うち短期譲渡

所得を有する者

人 人 人 人 人 人 人

７０万円以下

１００ 〃

１５０ 〃

２００ 〃

２５０ 〃

３００ 〃

４００ 〃

５００ 〃

６００ 〃

７００ 〃

８００ 〃

１，０００ 〃

１，２００ 〃

１，５００ 〃

２，０００ 〃

３，０００ 〃

５，０００ 〃

５，０００万 円 超

合 計

８，７４３ ２９７ ９，８５６ １８，８９６ ３，４４９ ９２７ １２１

１４，８１７ ５９２ １６，０９４ ３１，５０３ １，１９２ １３３ ２０

３１，１４８ １，９０７ ５８，６６８ ９１，７２３ １，７７７ １４９ ５５

３５，６１２ ２，６１７ ７５，１５４ １１３，３８３ １，７７９ １１０ ３１

３６，５４０ ２，７８７ ７８，９７８ １１８，３０５ １，３６８ ７４ ２１

３３，０３２ ２，８２７ ６１，６３８ ９７，４９７ １，２９６ ５３ １９

４７，５９９ ４，４９３ ８９，４２５ １４１，５１７ ２，３２５ ７７ １７

２６，１１５ ２，８５０ ６２，４５５ ９１，４２０ １，８１４ ６５ １０

１３，２４２ １，５６６ ４７，８９１ ６２，６９９ １，５４８ ３１ ３

６，８６１ ８４９ ３８，８７３ ４６，５８３ １，４８７ ３５ ４

４，０３１ ４５８ ２９，４０６ ３３，８９５ １，２７７ １７ １

４，１３２ ４５０ ３８，４４２ ４３，０２４ ２，１７８ ３７ ４

１，８６３ １３０ ２３，１２２ ２５，１１５ １，７６７ １６ －

１，７２９ ８８ ２１，６３３ ２３，４５０ １，９５４ ２３ ３

１，９２２ ３５ １８，８１３ ２０，７７０ ２，２９７ ２５ ２

１，７４４ ２１ １３，６９５ １５，４６０ ２，４３１ ２８ １

１，３３９ ６ ７，４６３ ８，８０８ １，７９５ １８ ２

７０８ ３ ３，６９２ ４，４０３ １，４６４ ２３ －

※外 ３，５４７ ※外 ３

※ ２７１，１７７ ※ ２１，９７６ ※ ６９５，２９８ ※ ９８８，４５１ ３３，１９８ １，８４１ ３１４

調査対象等：平成１４年３月３１日現在において、平成１３年分の所得税の申告納税額がある者の人員を合計所得金額階級別に示した。
用語の説明：合計所得とは、損益通算後純損失又は雑損失の繰越控除前の総所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、分離譲渡所得金額、

退職所得金額、株式等に係る譲渡所得の金額及び山林所得金額の合計額をいう。
（注）「譲渡所得」及び「山林所得」欄の人員は、「合計所得」欄に掲げた者のうち、譲渡所得又は山林所得を有する者について、その譲渡所

得又は山林所得だけについて所得金額を階級区分して再掲した。
なお、外書は、譲渡所得又は山林所得が損失である者を掲げた。

２ 申告所得税

４１




